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富山県医療計画の見直しについて 

 

１ 現計画について 

（１）計画趣旨等 

  ①根拠 医療法第30条の４の規定に基づき策定する医療計画 

  ②計画期間 平成25年度から平成29年度までの５ヵ年 

 

 

（２）計画概要・体系 

 

 

 

  

資料７ 
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２ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律【医療介護総合確保推進法】（平成26年6月25日公布） 

 

【趣旨】 

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措

置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシス

テムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた

め、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等が行なわれた。 

 

■地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（改正） 

（主な内容） 

①法律名の変更 

②「公的介護施設等の整備基本方針」→「総合確保方針」に変更 

・医療計画、介護保険事業支援計画の整合性の確保 

・医療介護総合確保基金について      

 

■医療法（改正） 

（主な内容） 

①病床機能報告制度の創設 

②医療計画の見直し 

・計画期間を５年から６年に変更（在宅医療は３年ごとに見直し） 

・医療計画の一部として地域医療構想を策定 

・介護保険事業支援計画、基金計画との整合性の確保 

・予め意見を聴く対象として保険者協議会を追加 

 

■介護保険法（改正） 

（主な内容） 

①介護保険事業計画の見直し 

・医療計画、基金計画との整合性の確保 
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３ 医療法における医療提供体制の確保の考え方 

○ 国による基本方針の策定 

 

 

○都道府県による医療計画の策定 

５疾病５事業及び在宅医療について医療連携体制を構築し、医療計画に明示 

・５疾病 

広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病（医療法第 30 条の４第２項

第４号） 

がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患 

・５事業 

医療の確保に必要な事業（医療法第 30条の４第２項第５号） 

救急医療、災害時における医療、へき地医療、周産期医療、 

小児医療（小児救急医療を含む。） 

・在宅医療 

居宅等における医療の確保に関する事項（医療法第 30条の４第２項第６号） 

 

 

 

「医療提供体制の確保に関する基本方針」（平成 19年厚生労働省告示第 70号） 

→平成29年3月28日一部改正、同年４月１日から適用 

都道府県が平成30年度からの実施に向けて医療計画を見直すに当たり、医療法第

30条の３第１項の規定に基づき、基本的な考え方を示すもの。 

（主な改正の内容） 

・医療計画の計画期間を５年から６年（在宅医療については、計画期間の中間年と

なる３年にも調査、分析等を実施）に改正 

・精神疾患について、多様な精神疾患等ごとに医療を提供する機能や地域連携を推

進する機能を求めることを明確化 

・医療計画と介護保険事業（支援）計画の整合性の確保に関する記載を追加 等 

 

 

 

「医療計画作成指針」（平成29年3月31日局長通知） 

医療計画の作成に当たって、計画全体の構成、作成の手順等を示した手引き 

 

「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」（平成29年3月31日課長

通知） 

医療計画のうち、５疾病・５事業及び在宅医療に係る医療体制構築について記載

する具体的な手順等を示したもの 
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５ 策定に係る組織 

新たに任意のワーキンググループ（ＷＧ）を設置し、また、既存の会議を活用・

連携しながら、具体的な検討を行い、医療審議会及び医療対策協議会での協議、医

療審議会の諮問・答申を経て、施行する。 

 

 

〈県全域〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

〈４医療圏ごと〉 

 

県医療対策協議会 県医療審議会 

地域医療推進対策協議会 

疾病対策 WG 

救急・災害・へき地医療ＷＧ 

精神疾患 WG 

（新設する WG） 

富山県がん対策推進協議会 

周産期保健医療協議会 

・あんしん在宅医療・訪問看護推進会議 

・社会福祉審議会高齢者福祉等専門分科会 

（活用・連携する既存の会議） 

脳卒中、心血管疾患、糖尿病 

救急、災害、へき地医療 

 

精神疾患 

がん（がん対策推進計画） 

周産期、小児 

在宅医療 

圏域ＷＧ等 
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６ 今後のスケジュール 

時 期 
県医療審議会 

県医療対策協議会 
ワーキンググループ（ＷＧ）等 各地域医療推進対策協議会 

 

平成 29年 

３月 

 

 

 

  

５～６月 第１回 

・方向性等について 

  

 

第１回 

・策定手順等について 

 

 

 

７～10月  第１回 

・現状と課題等について 

 

第２回 

・各疾病の目標と施策等 

 について 

 

部会開催 

 

 

第２回 

・医療計画と介護保険事業（支

援）計画の整合等について 

 

 

 

11～12月  

 

第２回 

・素案等について 

 

 

  

 第３回 

・素案等について 

 

平成 30年 

１～２月 

  

 

 

 

 

３月 第３回 

・計画案について 

（諮問・答申） 

  

 

地域医療構想の策定 

第１回地域医療構想調整会議

と合同 

地域医療構想部会

と合同 

新しい医療計画の公示 

地域医療構想部会

と合同 

パブリックコメント、市町村・関係機関への意見聴取 

 

第２回地域医療構想調整会議 

第１回医療と介護の体制整備

に係る協議の場と合同 

第３回地域医療構想調整会議 

第２回医療と介護の体制整備

に係る協議の場と合同 


